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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月1日(2018.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つのルックアップテーブルを構成する格子点データを、格子点座標を構成する軸の数
をＭとし、２Ｍ個で表される複数バンクのメモリにロードしてデータ処理を実行するデー
タ処理装置であって、
　ロード対象の格子点データとレジスタアドレスを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたレジスタアドレスを、各バンクのメモリに格納される格
子点データの個数に基づいてバンク指定とメモリアドレスに変換する変換手段と、
　前記変換手段により得られたバンク指定とメモリアドレスにしたがって、前記ロード対
象の格子点データを前記複数バンクのメモリに記憶する記憶手段と、を備えることを特徴
とするデータ処理装置。
【請求項２】
　前記レジスタアドレスは、前記一つのルックアップテーブルを構成する全ての格子点デ
ータに連続したレジスタアドレスが割り当てられ、且つ、前記複数バンクの各々に分類さ
れた格子点データ群に連続したレジスタアドレスが割り当てられるように、格子点座標に
対応して割り当てられることを特徴とする請求項１に記載のデータ処理装置。
【請求項３】
　前記一つのルックアップテーブルを構成する格子点データにレジスタアドレスを割り当
てる割当手段をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載のデータ処理装置。
【請求項４】
　前記変換手段は、前記レジスタアドレスを、前記複数バンクの各々に属する格子点デー
タの個数に応じた閾値と比較することにより、前記バンク指定と前記メモリアドレスを決
定することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項５】
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　前記変換手段は、前記レジスタアドレスを、１つの格子点データに割り当てられている
レジスタアドレスの個数で割った値を前記閾値と比較することにより前記バンク指定と前
記メモリアドレスを決定することを特徴とする請求項４に記載のデータ処理装置。
【請求項６】
　前記複数バンクの各々のメモリは、前記複数バンクの各々に属する格子点データの個数
にしたがった、異なる容量を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載のデータ処理装置。
【請求項７】
　前記一つのルックアップテーブルを構成する格子点データの前記複数バンクへの分類は
、格子点座標を構成する各軸の座標値の奇数と偶数の組み合わせに基づいており、軸の数
は３軸でありバンクの個数は８バンクであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
１項に記載のデータ処理装置。
【請求項８】
　前記変換手段は、１軸当たりのグリッド数が異なる複数種類のルックアップテーブルの
うちの１つを指示する指示情報にしたがって、前記レジスタアドレスをバンク指定とメモ
リアドレスへ変換するための方法を切り替えることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載のデータ処理装置。
【請求項９】
　前記変換手段は、前記レジスタアドレスを、前記複数バンクの各々に属する格子点デー
タの個数に基づいて設定された閾値のセットと比較することにより、前記バンク指定と前
記メモリアドレスを決定し、
　前記指示情報にしたがって、前記閾値のセットを切り替えることを特徴とする請求項８
に記載のデータ処理装置。
【請求項１０】
　前記変換手段は、前記レジスタアドレスを、前記複数バンクの各々に属する格子点デー
タの個数に基づいて設定された閾値のセットと比較することにより、前記バンク指定と前
記メモリアドレスを決定し、
　前記閾値のセットを保持する保持手段と、
　前記保持手段に保持される閾値のセットを、前記複数バンクのメモリにロードするルッ
クアップテーブルに応じて変更する変更手段と、をさらに備えることを特徴とする請求項
１乃至７のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項１１】
　入力データに基づいて得られる格子点座標に基づいて、前記複数バンクのメモリから複
数の格子点データを同時に読み出す読出手段と、
　前記読出手段により読み出された複数の格子点データを用いて補間処理を行い前記入力
データに対する変換データを得る補間手段と、をさらに備えることを特徴とする請求項１
乃至１０のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項１２】
　一つのルックアップテーブルを構成する格子点データを、格子点座標を構成する軸の数
をＭとし、２Ｍ個で表される複数バンクのメモリにロードしてデータ処理を実行するデー
タ処理装置の制御方法であって、
　ロード対象の格子点データとレジスタアドレスを受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信されたレジスタアドレスを、各バンクのメモリで格納される格子点
データの個数に基づいてバンク指定とメモリアドレスに変換する変換工程と、
　前記変換工程で得られたバンク指定とメモリアドレスにしたがって、前記ロード対象の
格子点データを前記複数バンクのメモリに記憶する記憶工程と、を有することを特徴とす
るデータ処理装置の制御方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、請求項１２に記載された制御方法の各工程を実行させるためのプログ
ラム。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するために本発明の一態様による画像処理装置は以下の構成を備える
。すなわち、
　一つのルックアップテーブルを構成する格子点データを、格子点座標を構成する軸の数
をＭとし、２Ｍ個で表される複数バンクのメモリにロードしてデータ処理を実行するデー
タ処理装置であって、
　ロード対象の格子点データとレジスタアドレスを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたレジスタアドレスを、各バンクのメモリに格納される格
子点データの個数に基づいてバンク指定とメモリアドレスに変換する変換手段と、
　前記変換手段により得られたバンク指定とメモリアドレスにしたがって、前記ロード対
象の格子点データを前記複数バンクのメモリに記憶する記憶手段と、を備える。
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